
牡の市民力企画者1 3 固 地方自治を学ぷ⑥

- 議 会 基 本 轟
l

例 の 現 在

盛 蓋要害章毎≦義
時辱､ 元野山市韻の鈎噂ゆき子さんを招 いて . 地方観念 の現状と許塵に つ いて

お話して 頂 きました ｡ 今回 は ､ ｢ 開か れた東会を目指して 諦2 回 ｣ と して ､ 宮

城地域自治研究所の産山憶韓さんをお招きして ､ ｢ 韻会基本条例｣ の 問題 に つ い

てお結して い ただ 蓉ます ｡ 県内にお いて も . す でに松島町で磯愈基本条例が制

定されており . また､ )I8 噂町や宮城県洩金でも今年にな っ て観定されました ｡

モの意虫と問題点に つ いて ､ 皆さんと学びた い と思 い ます ｡

日時 9 月 4 日 ( 金) 1 8 : 3 0 - 2 0 : 3 0

場所 市民活馳サポ ー トセ ンタ ー 研倖壷 5

参加車 5 0 0 円

主催 社の市民力 遼姑先 0 9 0 - 2 9 8 0 - 0 1 5 5
≒､ 1号3

1 8 : 3 0 - 韓瀦 藤山髄磯さん ( 宮城地域自治研究所寧凍層轟)

2 0 : 0 0 - 深短応答

示 骨 う ☆ 馳 の 蔀 の 市 民 力 !




